
 

令和７年度山形県スポーツ･文化関係大会宿泊要項 

（高体連・高文連・県スポーツ協会主催大会等） 

１ 総則 

 山形県における高体連・高文連・県スポーツ協会が主催する大会の宿泊は、大会事務局を通さ

ず、学校等の団体が直接宿泊施設に申し込むこととし、宿泊申込を受ける宿泊施設及び宿泊を申

込む際の基準を下記に示し、標記大会宿泊要項を制定するものである。 

（１）この要項の適用対象は、令和７年度に県内で開催される高体連・高文連・県スポーツ協

会が主催するスポーツ・文化関係の大会及び東北大会に参加する高校生・監督等とする。 

  ただし、東北総合体育大会参加者にはこの要項は適用しないものとする。 

（２）山形県旅館ホテル生活衛生同業組合に加盟しない旅館・ホテル等には、原則この要項は

適用しないものとする。  

２  宿泊料金等 

（１）宿泊料金及び昼食弁当料金 

   ・宿泊料金（１泊２食付）及び昼食弁当料金は、次表のとおりとする。 

区        分 

県  内  大  会  宿  泊  料  金（一人） 

 

料  金 消費税(10%) 合計 付  記 

高校生 

選 手 ７，０００円～ ７００円～ ７，７００円～ 

 監督・コーチ浴衣あり 

監督・コーチ ８，０００円～ ８００円～ ８，８００円～ 

スポーツ少年団 

選 手 ６，６００円～ ６６０円～ ７，２６０円～ 
・アメニティーグッズ 

及び浴衣なし 
 

監督・付添 ８，０００円～ ８００円～ ８，８００円～ 
・アメニティーグッズ 

及び浴衣あり 
 

ドライバー 

（契約したバス会社等の運転士） 
８，０００円～ ８００円～ ８，８００円～ 

・アメニティーグッズ 

及び浴衣あり 

 

昼食弁当 

 

８００円＋消費税（８％）＝864円で斡旋する 

 

（注）・宿泊料金及びアメニティーグッズについては、施設の規模や温泉旅館等によって異なる場合 

があるので、予め確認すること。 

   ・ドライバー、大会役員の入湯税（150円）減免については、市町村によって異なるので、予め 

確認すること。 

 

（２）適用期間 

上記宿泊料金適用期間は、令和７年４月１日～令和８年３月３１日までとする。 
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３  宿泊取り消し（キャンセル）等 

（１）宿泊取り消しの取り扱い 

 宿泊を取り消す場合、２日前取消は宿泊料金の３０％、前日取消は宿泊料金の５０％、当

日は１００％（消費税は課税対象外）を当事者が負担する。 

 なお、取り消しにあたっては、各大会参加団体申込責任者が直接当該宿舎へ電話又はＦＡ

Ｘで速やかに連絡するものとし、宿泊の取消は、自然災害、病気やけが、大会の中止や延期

以外は認めない（ただし、キャンセル料が発生する場合もある）。 

（２）欠食控除の取り扱い 

 欠食の申し出は、朝食については前日の夕食時まで、夕食については当日の朝食時までと

し、欠食申し出後の宿泊料金は、消費税を含まない１泊２食付宿泊料金から次表の金額を差し引い

た後の金額に、消費税を課税した金額とする。 

区  分 朝  食 夕  食 

大会参加者 宿泊料の５％ 宿泊料の１０％ 

（３）追加食事及び客室利用の取り扱い 

  ①追加食事料金は次表のとおりとする。 

区  分 朝  食 夕  食 

大会参加者 １，２００円 
＋消費税（10％） 

＝１，３２０円 

２，５００円 
＋消費税（10％） 

＝２，７５０円 

②客室の利用時間は午後４時から翌日午前１０時とする。 

③早朝到着及び遅立ち等で部屋を使用する場合の休憩料については、各旅館との個別折衝と 

する。 

（４）宿泊料金等の支払方法 

       宿泊料金及び宿泊取消料金等は、原則として当日ごとに現金で支払うものとする。 

４  その他 

（１）昼食弁当の申込み、配付先及び配付時間等については、宿泊責任者と宿舎との協議により、

競技に支障のないよう配慮する。 

（２）食事時間は、原則として次のとおりとする。競技の都合等でこの時間外に食事をする場合は

事前に宿舎に申し出て協議するものとする。 

       ○ 朝食  ７時～８時   ○ 夕食 １７時～１９時  

（３）温泉旅館等に宿泊となる場合、予め当該旅館等所在市町村と入湯税の減免申請を行っている

場合は、結果を開催地の旅館組合又は宿泊施設に通知する。減免申請が行われていない場合は、

宿泊者は入湯税を支払うものとする。 


